
                                  

資 金 名 

貸付対象者《融資を受けられる方》   

 県内に本店（又は主たる事業所）がある中小企業者で以下の要件に該当する方 

利   率 

（固定金利） 

限 度 額 

（運転資金の限度額） 

期間（据置期間） 

設：設備、運：運転 
認定機関 備   考 

地域活力強化資金 

① 新分野進出を行う方 

② 「チャレンジ山形ファンド」の出資を受けた方、「経営革新」の承認、「新連携」の認定、「地域資源活用事

業」の認定、「農商工等連携事業」の認定を受けて事業を行う方、「やまがた地域産業応援基金」又は「やま

がた農商工連携ファンド」からの助成を受けて事業を行う方、「中心市街地活性化基本計画」又は「商店街

活性化事業計画」に掲げる事業を行う方 

③ 試験研究や新商品の開発を行う方 

④ 事業の継続が困難な事業者から、事業用資産を取得し当該事業を承継しようとする方 

１．５％ 
2億円 

（8千万円） 

設１５年（２年） 

運  ７年（２年） 
県 

☆【雇用対策】各号の要件に加え、

新たに２名以上（従業員２０名以

下の企業については「１名以上」）

常用雇用される方は金利を優遇

（△0.2％） 

 

産業活性化支援資金 

 

① 新商品、新サービスを提供するための設備投資を行う方 

  技術力・生産性の向上を図る、集客力を高めるための設備投資を行う方 

③  山形セレクションの生産・販売を行う方、有機ＥＬ製品の生産設備を導入する方、男女いきいき・子育て

応援宣言企業の登録を受けた取組みを実施する方、加齢や障がいに伴う困難等を補うための設備を導入する

方、福祉のまちづくり条例に定める整備基準を満たすように事業用建築物を改修する方、建築士の耐震診断

を受けて耐震改修を行う方、やまがた子育て応援パスポート事業の協賛企業として登録を受けた取組みを実

施する方、農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金（食品製造業者）を受けて事業を行う方 

④ 自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入する方 

①１．８％ 

③１．６％ 

④１．５％ 

1億 5千万円 

（5千万円） 

設１５年（２年） 

運 ７年（２年） 
県  上記☆に同じ 

開業支援資金 
① 県内で新たに中小企業者として開業する方 

② 廃業経験のある方で、廃業後５年以内に再起業に取り組む方 

①１．６％ 

②２．１％ 

①5千万円 

②1千万円 

①設 15年(3年） 

②設 10年(3年) 

①②運 7年（2年） 

開業先の商工会

、商工会議所 
 

観光振興資金 
① 観光施設の整備を行う方 

② 旅館・ホテルの改修を行う方 
１．６％ 

①1億 5千万円（5千万円） 

②3億円（設備資金のみ） 

設１５年（２年） 

運 ７年（２年） 
県  上記☆に同じ 

産業立地促進資金 

（県外企業・大企業

でも利用可能） 

① 県内の工業団地等に立地しようとする方 

② 県内に大規模な立地を行おうとする方、又は県外企業（製造業）で県内に新たに立地しようとする方 

③ 県内工業団地等に立地している方若しくは大規模に立地した方であって増設・増築を行う方 

０．９％ 10億円 １５年（３年） 

県 

立地予定先の

市町村 

 立地先市町村の認定も必要 

環境保全促進資金 
① 産業廃棄物処理施設を整備する方 

② 環境保全や省資源対策に取り組む方 
１．８％ 

①3億円(5千万円) 

②1億 5千万円（5千万円） 

設１５年（２年） 

運 ７年（２年） 
県  上記☆に同じ 

小規模企業資金 

 従業員２０名以下（商業・サービス業は５名以下）の小規模企業者 

① 県特   … 原則として無担保 

② 特別小口 … 無担保・無保証人 

③ 小口零細 … 保証付き融資残高が１，２５０万円以下の方（原則として無担保） 

①２．１％ 

②③２．０％ 

①2千万円、②1,250万円 

③1,250万円※  

※既存の保証付融資残高を含む 

７年（２年） 信用保証協会  

① 最近３か月の売上高又は売上総利益が過去３年以内のいずれかの年の同期に比べ５％以上減少し、経営に支

障をきたしている方 

② 取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしている方 

③ ｢指定業種｣を営んでおり、最近３か月の売上高が前年同期に比べ減少し経営に支障をきたしている方 
経営安定資金 

（⑤・⑥は緊急対策 

 H24.3.31まで） 

⑤ (1)｢指定業種｣に該当し、市町村長から中小企業信用保険法第 2条第 4項第 5号の認定を受けた方 

  (2)｢指定業種｣に該当しないが、中小企業信用保険法第 2 条第 4 項第 5号に定める「取引の数量の減少等」

に該当する方 

⑥ 最近３か月の売上高等・売上総利益率・営業利益率のいずれかの平均が前年同期に比べ 10%以上減少してお

り、経営に支障をきたしている方、最近３か月の売上高等の平均が 2年前同期に比べ 10%以上減少しており、

経営に支障をきたしている方 

 

１．８％ 

 

8千万円（運転資金） 
①～③⑤７年（2年） 

⑥１０年（2年） 

商工会、 

商工会議所 

「指定業種」とは、中小企業信用保

険法第 2条第 4項第 5号の規定に

基づき経済産業大臣が指定した

業種をいいます。 

震災対応資金 

  東日本大震災の影響を受け、最近１か月間の売上高等が前年同月に比して 50％以上減少し、かつ、その後

２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して 30％以上減少することが見込まれ、経営に大きな支

障をきたしている方 

１．６％ 3千万円（運転資金） １０年（２年） 県  ※H23.4.4～取扱開始 

震災緊急資金 
  市町村長から東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第 128 条第 1 項第 1 号

又は第 2号の認定を受けた方 
１．８％ 5千万円（運転資金） １０年（２年） 

商工会、 

商工会議所 
 ※H23.5.30～取扱開始 

緊急円高対応資金 

 県内で製造業を営み、売上高等の 15％以上が輸出向けである方であって、次のいずれかに該当する方 

① 生産効率の改善を図るなど、円高に対応するための設備投資を行う方 

② 円高の影響で、最近３か月間の売上高等が前年同期に比し 30％以上減少し、経営に支障をきたしている方 

１．６％ 
①5千万円（2千万円） 

②3千万円（運転資金） 

設１５年（２年） 

①運 ７年（2年） 

②運１０年（2年） 

県  ※H23.10.17～取扱開始 

中小企業再生支援資

金 

① 中小企業再生支援協議会の支援を受けながら経営再建に取り組む方 

② 金融機関の支援を受けながら経営再建に取り組む方 

③ 法的整理申立から再生計画認可後３年を経過するまでの方であって、経営再建に取り組む方 

④ 私的整理手続き中であって、経営再建に取り組む方 

２．３％ 
8千万円 

（5千万円） 

①②設 15年（2年） 

運 10年（2年） 

③設 10 年(2 年)運７年

（２年） ④３年 

県 

 ①②の場合は事前に経営改善計

画を策定している必要がありま

す。 

 平成２３年１０月１７日現在 
 市場金利の動向等により、金利は変更になる場合があります。 

 

  限度額及び期間は上限を定めるものであり、ご希望どおりにならない場合があります。 



 

 

 

● 商工業振興資金について 
 

 

 

 

 

（注）産業立地促進資金は市町村も預託を行います。 

 

● 利用できる方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 信用保証制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作成・問合せ先】山形県商工観光部産業政策課 
 〒990-8570 山形県山形市松波 2-8-1 電話：023-630-2135(金融担当) FAX：023-630-2128 

 

【その他問合先】・山形県信用保証協会 電話：023-647-2240 

        ・最寄りの商工会議所・商工会  

        ・取扱金融機関 

 

まずは金融機関にご相談ください  

※融資に際しては金融機関の審査があります。ご希望どおりにならない場合もありますのでご了承ください。 

 

平成２３年１０月版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

経営安定資金の緊急対策（平成２４年３月３１日まで） 
○ 経営安定資金第５号（中小企業信用保険法第 2条第 4項第 5号の認定要件にあわせた資金） 

○ 経営安定資金第６号（借入期間が最長 10年となる資金） 

 

平成２３年４月４日取扱開始 
○ 「東北地方太平洋沖地震災害対応資金（震災対応資金）」を創設しました 

 

平成２３年５月３０日取扱開始 
○ 「東日本大震災緊急経営支援資金（震災緊急資金）」を創設しました 

 

平成２３年１０月１７日取扱開始 
○ 「緊急円高対応資金」を創設しました 

 

山形県商工業振興資金 HP http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/17shikin.html 

 

   まずは金融機関にご相談ください 

 

                  窓 口 
 

           融資申込み        認 定 申 請 

 

                       認 定 書 

 

                                             保証申込み 

           融 資         

                                保 証 承 諾 

                        

 

                              

 ※融資に際しては金融機関の審査があります。ご希望どおりにならない場合もありますのでご了承ください。 

取扱金融機関 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行 

       山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫 

       山形中央信用組合、北郡信用組合、山形第一信用組合 

       商工中金 山形支店・酒田支店  

         

 信用保証協会では、中小企業者が融資を受ける際に信用保証を行っております。 

 信用保証制度を利用するために必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者の

み、個人の場合は不要となります。 

 商工業振興資金と一緒に利用する場合には、県と市町村が、信用保証料を一部支援します。 

山形県商工業振興資金のご案内 

中 

小 

企 

業 

者 

金 
融 

機 

関 

県（産業政策課） 

商工会議所・商工会 

信用保証協会 

信用保証協会 

 県内企業の経営の安定や競争力の強化に必要な資金を融資します。 

 本県商工業の振興と地域経済の活性化を目的としています。 

 県が金融機関に融資原資の一部を預託することにより、低利融資を実現しています。（注） 

 ご利用いただける方は、原則として、県内に本店（又は主たる事業所）がある中小企業者です。 

〔中小企業者とは〕 

業   種 資 本 金 従 業 員 

製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 ３億円以下 ３００人以下 

卸 売 業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 

旅 館 業 ５,０００万円以下 ２００人以下 

小 売 業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

※ 資本金又は従業員のうち、どちらか一方が適合すれば、該当します。 

※ 個人事業主も対象となります。 

保証料については

県と地元市町村で

一部支援します 

制度の要件に該当

するか審査します 

認定機関 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/17shikin.html

